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島根県防災ヘリコプタ－緊急運航要領

（趣 旨）

第１条 この要領は、島根県防災ヘリコプター運航管理要綱（以下「要綱」という。）

第 13 条に基づき、島根県防災ヘリコプターの緊急運航について必要な事項を定める
ものとする。

（他の規定との関係）

第２条 緊急運航については、要綱及び島根県防災ヘリコプター応援協定に定めるもの

のほか、この要領の定めるところによる。

（緊急運航の基準）

第３条 要綱第 13 条に規定する緊急運航は、別紙１に掲げる基準に該当する場合とす
る。

（緊急運航の要請）

第４条 緊急運航の要請は、島根県消防総務課防災航空管理所に直接行う。

２ 前項の要請は、島根県防災ヘリコプター緊急運航要請書（様式第１号）により行う

ものとする。

（緊急運航の決定）

第５条 島根県消防総務課防災航空管理所長（以下「所長」という。）は、前条の要請

を受けた場合は、要請の内容及び飛行条件等を確認のうえ、出動の可否を決定しなけ

ればならない。

（要請に対する回答）

第６条 所長は、前条の決定結果を直ちに要請者に回答しなければならない。

（回答の報告）

第７条 所長は、前条の回答後速やかに、消防総務課長に決定結果を報告しなければな

らない。

（出 動）

第８条 所長は、第５条により出動の決定を下した場合、防災航空隊員等に出動要請内

容に適した出動体制を整えさせ、速やかに出動させるものとする。

（受入体制の整備）

第９条 要請者は、第６条により出動決定の回答を受けた場合、次の事柄について綿密

な調整を行うとともに、結果を速やかに所長に連絡しなければならない。

(1) 離着陸場の確保及び安全対策

(2) 傷病者の搬送先の離着陸場及び病院等への搬送手配

(3) その他必要な事項
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（報 告）

第 10 条 運航指揮者は、緊急運航を終了した場合には、業務内容を所長に急患搬送報

告書（様式第 2 号）又は災害活動報告書（様式第 3 号）により報告するものとする。

附 則

この要領は、平成６年４月１日から施行する。

附 則

この要領は、平成１４年４月１日から施行する。

附 則

この要領は、平成２５年４月１日から施行する。

附 則

この要領は、平成３０年４月１日から施行する。


